
電子申請システムにおける「建設リサイクル法届出・通知」方法について 

 

 

１ 鹿児島県のホームページより「鹿児島県電子申請共同運営システム」にアク

セスする。 

 

  ホーム > 社会基盤 > デジタル・情報通信 > 電子申請 > 電子申請システ

ム（オンライン申請） から 電子申請システム（外部サイトへリンク）をク

リック（資料の①） 

 

２ 手続を選択して申請する。 

(1) （申請先の選択）で 「鹿児島県」 をクリックする。（資料の②） 

(2) （キーワードで絞り込む）でキーワードに「リサイクル」を入力し検索

をクリックする。（資料の③） 

(3) 「建設リサイクル法届出」をクリックする。（資料の④） 

(4) 「概要説明」「手続方法」を確認し，「電子申請をする（電子証明書が不

要）」をクリックする。（資料の⑤） 

(5) ログイン画面より，メールアドレスを入力し，「ログインしないで申請す

る」をクリックする。（資料の⑥） 

(6) 入力したアドレス宛に「申請方法のお知らせ」メールが届くので，受付

番号を確認後，メール内にある「入力開始ページ」をクリックし入室。

（資料の⑦） 

(7) メールアドレスと受付番号を入力し「申請を開始する」をクリックする。 

（資料の⑧） 

(8) 記載内容を確認のうえ，「【1】工事の場所の確認」にチェックをする。（チ

ェックを入れた後，【2】工事の種類 以降の確認事項が表記されます。） 

(9) ７つの確認事項全てにチェック若しくは入力し，「次へ」をクリックする。 

（資料の⑨） 

(10) 添付する提出書類を事前に準備する。（Excel、Word、PDF のいずれか） 

※ 様式は県のホームページからダウンロードする。 

届出の様式は，電子申請システム内の「届け出用紙をダウンロードする」

からもダウンロードできます。 

(11) 建設リサイクル法届出 提出方法の「申請時添付」にチェックを入れ，

「ファイルの選択」をクリックし，事前に準備した提出書類をアップロ

ードする。（資料の⑩） 

(12) 「分別解体の計画等（別表）」，「案内図」，「設計図または写真」，「工程表」，



「委任状」も同様に「申請時添付」か「提出しない」をチェックし「フ

ァイルの選択」に提出書類をアップロードし，「次へ」をクリックする。 

（資料の⑩） 

(13) 手続方法の本人区分「本人」か「代理人」を選択し，「次へ」をクリック

する。（資料の⑪） 

(14) 送信内容の確認をし，パスワードを設定し入力，「送信」をクリックする。 

（資料の⑫） 

 

３ 「【仮受付完了】建設リサイクル法届出」のメールが届く。（資料の⑬） 

 

４ 受付機関（地域振興局等）で確認後，不備がなければ，「【受付完了】建設リ

サイクル法届出」のメールが届く。（資料の⑭） 

  不備がある場合は「【内容修正依頼】建設リサイクル法届出」のメールが届

くので指示に従い再申請を行う。 

 



①

鹿児島県のホームページから上記の順でこのページへ

ここをクリック

資料



②

ここをクリック



③

「キーワードを入力」の欄に
リサイクル　を入力し，検索　
をクリック



ここをクリック

④



上記「概要説明」・「手続方法」
を確認の後，ここをクリック

⑤



「メールアドレス」の欄にメールアドレスを記入し，
ここをクリック

⑥



⑦



⑧

メールで届いた「受付番号」
を記入

「メールアドレス」
「受付番号」を記入後
ここをクリック



７つの確認事項にチェック
若しくは入力し，ここをクリック

⑨



⑩

提出方法の赤丸の箇所にチェックを入れ，
ファイル選択の赤四角の箇所をクリックして
ファイルをアップロードする。

全ての項目で，「申請時添付」か「提出しない」
どちらかにチェックを入れ，必要なものについては，
ファイルをアップロードし，ここをクリック



本人区分の「本人」か「代理人」にチェックを入れ，
ここをクリック

⑪



⑫

半角英数記号８文字以上127文字以内でパスワードを設定し，送信をクリック



             ⑬



⑭　　　　


